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「
世
界
人
権
宣
言
」は
、
基
本
的
人
権
尊
重
の

原
則
を
定
め
た
も
の
と
し
て
、
１
９
４
８（
昭
和

　

）
年　

月　

日
の
第
３
回
国
際
連
合
総
会
に

23

12

10

お
い
て
採
択
さ
れ
、
本
年
で
採
択　

周
年
を
迎

62

え
ま
す
。

　

国
連
は
、
世
界
人
権
宣
言
採
択
を
記
念
し
て
、

採
択
日
の　

月　

日
を
「
人
権
デ
ー
」
と
定
め
、

12

10

加
盟
国
に
対
し
、
人
権
擁
護
活
動
を
推
進
す
る

た
め
の
各
種
行
事
を
実
施
す
る
よ
う
要
請
し
て

い
ま
す
。

　

日
本
で
は
、「
人
権
デ
ー
」
を
最
終
日
と
す
る

１
週
間
を
「
人
権
週
間
」
と
定
め
、
人
権
意
識

の
普
及
高
揚
を
呼
び
か
け
て
い
ま
す
。

　

人
権
と
は
、
私
た
ち
誰
も
が
、
幸
せ
に
暮
ら

す
う
え
で
欠
く
こ
と
の
で
き
な
い
最
も
大
切
な

権
利
で
す
。

　

し
か
し
、
今
日
す
べ
て
の
人
々
の
人
権
が
保

障
さ
れ
て
い
る
と
は
い
え
ま
せ
ん
。

　

社
会
で
生
活
す
る
に
は
多
く
の
人
と
接
す
る

こ
と
が
不
可
欠
で
す
。
お
互
い
の
人
権
を
認
め

合
う
こ
と
が
と
て
も
大
切
で
あ
り
、
お
互
い
の

努
力
が
必
要
で
す
。
こ
の
機
会
に
人
権
に
つ
い

て
考
え
て
み
ま
し
ょ
う
。
豊
か
な
人
間
関
係
を

つ
く
り
、
住
み
よ
い
社
会
を
築
く
た
め
に「
人
権

週
間
」
で
は
様
々
な
取
り
組
み
が
行
わ
れ
て
い

ま
す
。

　

テ
レ
ビ
出
演
で
お
な
じ
み
の
落
合
恵
子
さ
ん

に
よ
る
講
演
会
で
す
。
市
民
の
皆
さ
ん
の
参
加

を
お
待
ち
し
て
い
ま
す
。
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月
６
日（
月
）／
午
後
５
時　

分
開
場

12

50

・
午
後
６
時　

分
〜
６
時　

分　

15

30

　
　

小
中
学
生
の
人
権
作
文
朗
読

・
午
後
６
時　

分
〜
８
時

30

　
　

講
演　
「
い
の
ち
の
感
受
性
」

・
午
後
８
時
〜　

閉
会

�
�
�　

文
化
会
館
大
ホ
ー
ル
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作
家
・
東
京
家
政
大
学
特
任
教
授

　

１
９
４
５
年
、
栃
木
県
宇
都
宮
市
出
身
。
明

治
大
学
英
米
文
学
科
卒
業
後
、
文
化
放
送
ア
ナ

ウ
ン
サ
ー
を
経
て
、
作
家
生
活
に
入
る
。
執
筆

活
動
だ
け
で
な
く
、
た
く
さ
ん
の
ひ
と
と「
楽
し

く
考
え
る
」
を
モ
ッ
ト
ー
に
、
子
ど
も
や
女
性
、

高
齢
者
、
障
害
の
あ
る
ひ
と
た
ち
の
声
を
、
あ

ら
ゆ
る
角
度
か
ら
追
及
し
て
い
る
。「
安
全
な

も
の
は
お
い
し
い
」
と
い
う
テ
ー
マ
で
「
食
」

の
安
全
性
の
問
題
に
取
り
組
ん
で
い
る
。
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『
人
生
案
内
…
自
分
を
育
て
る
悩
み
方
』

『
絵
本
屋
の
日
曜
日
』『
ぼ
く
は　

ぼ
く
で
い

い
』『
母
に
歌
う
子
守
唄　

そ
の
後
』『
崖
っ
ぷ

ち
に
立
つ
あ
な
た
に
』な
ど
多
数

　

１
９
８
２
（
昭
和　

）
年
以
来
、
小
学
生
を

57

対
象
と
し
て
「
人
権
の
花
」
運
動
を
実
施
し
て

い
ま
す
。
ひ
ま
わ
り
の
栽
培
を
通
じ
て
児
童
の

情
操
を
よ
り
豊
か
に
し
、
や
さ
し
い
思
い
や
り

の
心
を
体
得
さ
せ
る
こ
と
を
目
的
に
、
毎
年
、

小
学
校
２
校
に
協
力
を
依
頼
し
て
い
ま
す
。

　

今
年
の
協
力
校
は
小
郡
小
学
校
と
大
原
小
学

校
で
、
３
年
生
の
子
ど
も
た
ち
が
春
に
植
え
た

ひ
ま
わ
り
の
種
か
ら
、
立
派
な
ひ
ま
わ
り
の
花

が
咲
き
ま
し
た
。
採
取
し
た
ひ
ま
わ
り
の
種
と

手
紙
を
つ
け
た
紙
風
船
を　

月
２
日
に
大
空
に

11

向
け
て
い
っ
せ
い
に
飛
ば
し
ま
し
た
。

　
「
人
権
相
談
」
を
ご
存
じ
で
す
か
？

　

人
権
問
題
に
つ
い
て
悩
み
や
疑
問
を
お
持
ち

の
方
の
相
談
に
人
権
擁
護
委
員
が
応
じ
て
い
ま

す
。
相
談
は
無
料
で
、
秘
密
は
堅
く
守
ら
れ
ま

す
。
一
人
で
悩
ま
ず
気
軽
に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

毎
月
一
回
、
原
則
と
し
て
第
三
金
曜
日
の
午
前

　

時
〜
午
後
３
時
で
す
が
、　

月
は
左
記
の
日

10

12

程
で
行
い
ま
す
。

�
�
�　
　

月　

日（
金
）／

12

10

　
　
　
　
 
午
前　

時
〜
午
後
３
時

10

�
�
�　

人
権
教
育
啓
発
セ
ン
タ
ー

　

な
お
、
人
権
教
育
啓
発
セ
ン
タ
ー
職
員
に
よ

る
人
権
相
談
も
随
時
行
っ
て
い
ま
す
。
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人
権
・
同
和
対
策
課
人
権
・
同
和
対
策
係

　

�
７
２
・
２
１
１
１
内
線
４
３
２
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　「世界人権宣言」は、基本的人権および自由を尊重し確保するために、世界のすべての人々とすべての
国々とが達成すべき共通の基準として、昭和２３年１２月１０日の第３回国連総会において採択されました。
　法務省および全国人権擁護委員連合会は、関係機関等の協力を得て、毎年１２月４日から「人権デー」
である１２月１０日を最終日とする１週間を「人権週間」と定め、世界人権宣言の意義を訴えるとともに
人権尊重思想の普及高揚に努めていますが、福岡法務局および福岡県人権擁護委員連合会では、本週間
における活動の一つとして、１２月４日（土）に県内一斉無料電話相談を実施いたします。
　家庭内のもめごとや隣近所とのトラブル、いじめや差別など、悩みや困りごとがあったら、どんな些
細なことでも、一人で悩まずお電話ください。法務局職員と人権擁護委員が、無料で相談に応じます。
秘密は厳守されますので、お気軽にご相談ください。
�������　福岡法務局久留米支局　�３９－２１２１
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